
 

平成３１年３月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   平成３１年２月１９日 

２ 招 集 日   平成３１年２月２６日 

３ 提出議案件数  ３８件 

           予 算 ２４件 

           条 例 １２件 

           その他  ２件 

４ 議案等件名 

議案第 １ 号 平成３０年度西条市一般会計補正予算（第１１ 

回）について 

議案第 ２ 号 平成３０年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第４回）について 

議案第 ３ 号 平成３０年度西条市公共下水道事業特別会計補 

正予算（第４回）について 

議案第 ４ 号 平成３０年度西条市港湾上屋事業特別会計補正 

予算（第１回）について 

議案第 ５ 号 平成３０年度西条市ひうち地域振興整備事業特 

別会計補正予算（第２回）について 

議案第 ６ 号 平成３０年度西条市住宅新築資金等貸付事業特 

別会計補正予算（第１回）について 

議案第 ７ 号 平成３０年度西条市庄内財産区特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ８ 号 平成３０年度西条市壬生川財産区特別会計補正 

予算（第１回）について 

議案第 ９ 号 平成３１年度西条市一般会計予算について 

議案第１０号 平成３１年度西条市国民健康保険特別会計予算 

について 

議案第１１号 平成３１年度西条市介護保険特別会計予算につ 

いて 

議案第１２号 平成３１年度西条市簡易水道事業特別会計予算 

について 

議案第１３号 平成３１年度西条市公共下水道事業特別会計予 

算について 

議案第１４号 平成３１年度西条市港湾上屋事業特別会計予算 

について 

別 

冊 



 

議案第１５号 平成３１年度西条市ひうち地域振興整備事業特 

別会計予算について 

議案第１６号 平成３１年度西条市土地開発事業特別会計予算 

について 

議案第１７号 平成３１年度西条市小松地域交流事業特別会計 

予算について 

議案第１８号 平成３１年度西条市本谷温泉事業特別会計予算 

について 

議案第１９号 平成３１年度西条市畑地かん水事業特別会計予 

算について 

議案第２０号 平成３１年度西条市庄内財産区特別会計予算に 

ついて 

議案第２１号 平成３１年度西条市壬生川財産区特別会計予算 

について 

議案第２２号 平成３１年度西条市後期高齢者医療保険特別会 

計予算について 

議案第２３号 平成３１年度西条市水道事業会計予算について 

議案第２４号 平成３１年度西条市病院事業会計予算について 

議案第２５号 市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予 

三芳駅構内三芳こ線橋新設工事委託に関する変 

更協定の締結について ・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第２６号 西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者の 

指定について ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第２７号 西条市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第２８号 西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例について ・・・・・・・・・  ４ 

議案第２９号 西条市職員の自己啓発等休業に関する条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・  ５ 

議案第３０号 西条市特別会計条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第３１号 西条市手数料条例の一部を改正する条例につい 

         て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第３２号 西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第３３号 西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正す 

別 

冊 



 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第３４号 西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・ １０ 

議案第３５号 西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

議案第３６号 西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水 

道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道 

技術管理者の資格を定める条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

議案第３７号 西条市火災予防条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

議案第３８号 西条市化学分析センター設置及び管理条例を廃 

止する条例について ・・・・・・・・・・・・・ １４ 
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議案第２５号  市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅 

構内三芳こ線橋新設工事委託に関する変更協定の締結 

について 

（建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

  市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅構内三芳こ線橋新設

工事委託に関する変更協定の締結について、西条市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）

第２条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 変更協定金額 

３５０，６０６，３６０円 

（１９，４２０，６４０円の減） 

(2) 協定の相手方 

香川県高松市浜ノ町８番３３号 

    四国旅客鉄道株式会社 

     代表取締役社長 半 井 真 司 

(3) 変更内容 

鋼製型枠の交換に係る追加工事及び入札減少金によるもの 
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議案第２６号  西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者の指定に    

ついて 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者を指定するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議

決を求めるものである。 

 

２ 概要 

  次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするものである。 

 

施 設 名 指定管理者候補 

西条市アウトドアオアシス石鎚 
株式会社モンベルホールディン

グス 

 

３ 指定の期間 

  平成３１年７月１日から平成３４年３月３１日までの２年９か月間 
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議案第２７号  西条市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例    

について 

（市民協働推進課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基

づく市長の認可を受けた、地縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）

に係る印鑑（以下「認可地縁団体印鑑」という。）の登録及び証明に関し必要

な事項を定めるため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 登録資格 

認可地縁団体の印鑑登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代

表者（当該団体において職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人が

選任されている場合はその者。以下「代表者等」という。）とする。 

(2) 登録印鑑 

登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につ

き１個に限るものとする。 

(3) 登録 

市長は、登録申請書に記載されている事項その他必要事項を審査した上

で適当と認めるときは、当該認可地縁団体印鑑を登録する。 

(4) 登録証明書の記載事項 

登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し

について、市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載する。 

ア 認可地縁団体の名称 

イ 認可地縁団体の事務所の所在地 

ウ 代表者等の登録資格 

エ 代表者等の氏名 

オ 代表者等の生年月日 

(5) 登録の廃止 

認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録を受けている認

可地縁団体印鑑を廃止しようとするとき、又は亡失したときは、登録廃止

申請書により申請しなければならない。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第２８号  西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を    

改正する条例について 

（職 員 課） 

 

１ 提出の理由 

本市職員の勤務条件を国家公務員に準じ変更するため、所要の条例改正を

行おうとするものである。 

 

２ 概要 

時間外勤務の上限等について、規則で定めるよう改正するものである。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第２９号  西条市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改    

正する条例について 

（職 員 課） 

 

１ 提出の理由 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）の一部が改正

されたことに伴い、条例で引用している条項の移動が生じるため、所要の条

例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

法第１０４条に３項が加えられたことにより、同条第４項が第７項に改め

られたことに伴う条例の改正 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第３０号  西条市特別会計条例の一部を改正する条例について 

 

（社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

住宅新築資金等貸付事業の原資である公債費の償還が平成３０年度末をも

って終了することに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

第１条中の「住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等の償還に

関する事業」を削除する。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第３１号  西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

（建築審査課） 

 

１ 提出の理由 

建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号。以下「法」

という。）が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。 

 

２ 概要 

法の施行に伴い、用途制限等に係る特例許可及び興行場や特別興行場等へ

の一時的な用途の変更許可の各申請に対する審査に係る手数料の額を定める

ものである。 

 

３ 施行期日 

法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 
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議案第３２号  西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

について 

（社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

西条市氷見公民館の建て替え工事完了に伴い、施設の位置を同公民館仮施

設から新公民館へ変更するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市氷見公民館の位置を、「西条市氷見乙１０００番地１」から「西条市

氷見乙１１２０番地２」に改める。 

 

３ 施行期日  

平成３１年４月１日 
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議案第３３号  西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正する条例

について 

（社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

平成３１年４月１日をもって西条市石鎚山ハイウェイオアシス館設置及び

管理条例が廃止されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。 

 

２ 概要 

別表中の「西条市石鎚山ハイウェイオアシス館」を削除する。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第３４号  西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改    

正する条例について 

（子育て支援課） 

 

１ 提出の理由 

母子生活支援施設統合整備事業による「西条市すみれ荘」の改修に伴い、

施設の部屋数が減少するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市すみれ荘の入所定数を「２０世帯」から「１１世帯」に改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第３５号  西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す    

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

（子育て支援課） 

 

１ 提出の理由 

平成３１年度から、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関として、

「専門職大学」等が創設されることに伴い、放課後児童支援員の資格要件に

関し、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

本条例第１０条第３項第５号中「卒業した者」の次に「（当該学科又は当該

課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含

む。）」を加える。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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議案第３６号  西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布

設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の

資格を定める条例の一部を改正する条例について 

（水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

水道法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第１４８

号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監

督者の資格要件を改めるものである。 

 

３ 施行期日 

(1) 平成３１年４月１日 

(2) この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４

条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例によ

る改正後の西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、

布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例第３条第１

項第８号の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次試験の

うち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水

道及び工業用水道を選択したものとみなす。 
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議案第３７号  西条市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

（消防本部予防課） 

 

１ 提出の理由 

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容等

を公表する制度を開始するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

消防長が違反内容等の公表やその旨の通知を行うことができるよう定める

ものである。 

 

３ 施行期日 

この条例の公布後に、公表制度についての十分な周知を行うための期間を

設けるため、平成３２年４月１日から施行する。 
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議案第３８号  西条市化学分析センター設置及び管理条例を廃止する

条例について 

（環境衛生課） 

 

１ 提出の理由 

平成３０年度末をもって西条市化学分析センターの運営を終了することに

伴い、条例を廃止しようとするものである。 

 

２ 概要 

西条市化学分析センターの廃止 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 

 


